
 

令和５年度第１回京都府小児リハビリテーション研修会開催要領 
 

１ 趣旨 

京都府総合リハビリテーション連携指針に基づき、急性期から維持・生活期まで途切れることのない総合リハビリテ

ーション提供体制の構築を目指し、小児及び障害児・者のリハビリテーションに関わる関連職種の人材育成・支援及

びリハビリテーションを中心とした医療・介護・福祉・教育の連携推進を図る。 

今年度は、障害児が支援学校卒業後の生活を構築する上でリハビリテーションの果たす役割を考えることに着目し

研修会を開催する。 

 

２ テーマ 

｢支援学校卒業後の生活 ～生活介護事業所における活動とリハビリテーション～｣ 

 

３ 日時 

令和６年２月２７日（火） 

１４時３０分から１６時４０分まで（１４時００分受付開始） 

 

４ 開催方法 

Web 開催（事務局 京都府リハビリテーション支援センター） 

 

５ 対象者 

重症心身障害児の支援、教育に関わる者（生活支援員、看護師、保健師、教員、理学療法士、作業療法士、 

言語聴覚士  等） 

 

６ 内容 

（１）講演１（40分） 

 「生活介護事業所における利用者の生活の質の向上に向けて取り組んでいること」  
                  講  師  特定非営利活動法人音希  理事長 住里 良実 氏  

（２）講演２（40分） 

 「支援学校のリハビリテーション専門職から事業所へ伝えたいこと 

～京都市立北総合支援学校での取り組みについて～」 

                         講  師  社会福祉法人芳友 神戸医療福祉センターにこにこハウス  

理学療法士 川崎 詩歩未 氏 

（３）講演３（３0分） 

  「京都府南部における学校セラピストが重症児の卒業後に向けて取り組んでいること」 

                         講  師  京都府立舞鶴支援学校 理学療法士 春田 大志 氏 

 

（４）質疑応答（10分） 

 

（５）情報提供（５分） 

   リハビリテーション訪問相談事業の紹介（リハビリテーション支援センター） 

 

７ 申込み方法等 

   （１）事前申し込みを必要とする 

（２）方法 

     申込み専用フォーム又はメールの利用による 

     ※同一施設1端末利用で複数名申込みの場合は、その旨と参加者全員の氏名、職種等を記載するものとする 

（３）申込み締切り 

      令和６年２月１９日（月） 

 

８ 研修参加ＵＲＬの送付 

   参加決定者には、申込み時記載の指定メールアドレスに令和６年２月22日（木）までに研修会参加ＵＲＬを送信するも

のとする。 


